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第１ 定期監査の実施概要 

 

 １ 監査の種類 

 （１）監査の名称 

    令和６年度第３回定期監査（出先機関等） 

 （２）根拠法令 

    地方自治法第１９９条第１項及び第４項 

 

 ２ 監査実施期間 

   令和６年１２月２３日（月）から令和７年３月２１日（金）まで 

   なお、実地監査は１月２４日（金）に実施した。 

 

 ３ 監査の対象 

   財務に関する事務の執行（令和５年度及び令和６年度） 

 

 ４ 監査実施個所 

   出先機関等 別表のとおり 

 

 ５ 監査の実施内容 

   葛飾区監査基準に準拠し、監査対象課から提出された関係書類等を調査 

するとともに、必要に応じて関係職員からの説明聴取等の方法により監査 

を実施した。 

   このほか、清掃事務所については、事業の実施状況等を実地監査の方法 

により監査を実施した。 

 

６ 監査の項目及び主な着眼点 

 （１）予算及び支出事務 

   ア 予算は計画的かつ効率的に執行されているか。 

   イ 支出負担行為及び支出手続は適正に行われているか。 

   ウ 予算目的に反する支出はないか。また、年度区分及び予算科目を 

誤って執行しているものはないか。 

   エ 資金前渡、概算払等の支出、精算は適正に行われているか。 

 （２）契約事務 

   ア 契約の時期、方法及び手続は適正か。また、納期の設定は適切か。 

   イ 契約の予定価格は公正、妥当に算出されているか。 

   ウ 契約は確実に履行されているか。また、検査、立会いは厳正に行わ 

れているか。 
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   エ 履行確認後の支払は迅速に行われているか。 

   オ 不経済な物品の購入はないか。 

   カ 証拠書類の保管は適切に行われているか。 

 （３）収入事務 

   ア 収入の確保及び収入手続は適正に行われているか。 

イ 調定額の算定及び調定の時期、手続は適正か。調定漏れはないか。 

ウ 領収書の取扱いは適正か。 

エ 滞納整理に努力が払われているか。また、不納欠損処分は適正に 

行われているか。 

 （４）現金出納事務 

ア 現金の出納、保管及びその取扱いは適切か。また、現金出納簿への 

記帳は適切に行われているか。 

イ 収納金は適切に保管され、また、遅滞なく指定金融機関に払い込ま 

れているか。 

 （５）給与・旅費関係事務 

   ア 各種手当等の支給額の積算根拠となる日数、時間数等は関係書類と 

合致しているか。 

イ 給与関係書類は整備されているか。 

ウ 庶務事務システムによる休暇、超過勤務等の管理は適正に行われて 

いるか。 

 （６）財産管理事務 

ア 財産の維持、管理は適正に行われているか。 

イ 財産台帳は調製され、金額、面積等が正確に記録されているか。 

ウ 行政財産の使用許可は適正に行われているか。また、収入の確保は 

適切か。 

 （７）物品管理事務 

   ア 物品の出納、保管及び供用等は適正に行われているか。特に郵券等 

の金券類の保管、供用物品受払書への記帳は適切に行われているか。 

イ 財務会計システムによる備品登録等は適正に行われているか。 

 （８）その他 

指摘事項や意見・要望事項を踏まえた適正な財務事務等の執行がされ 

ているか。 
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第２ 定期監査の結果 

 

 １ 指摘事項 

   監査の結果、次のような不適切な事例が見られたので、所要の措置を 

講じるとともに、再発防止に向けた取組を求める。 

 

（１）支出及び現金出納事務を適正に行うべきもの 

  ア 私費による立替払 

有料道路を利用した際に分岐点で経路を誤り、１，６６０円の不足が 

生じたため、私費による立替払を行っていた。 

立替払は、地方自治法及び同施行令並びに葛飾区会計事務規則に規定 

されていない不適切な支払方法であり、公費と私費の混在は会計経理を 

誤らせる原因となるものである。有料道路を利用する際は、事前に経路 

や利用料金の確認を徹底し、適正な事務処理を行われたい。 

（児童相談課） 

 

（２）契約事務を適正に行うべきもの 

  ア 過年度支出等 

    令和５年度「胃がん検診（内視鏡検査）委託料（３月分）（区長指定契

約・単価契約）」（１４，２２７，５３５円）について、請求書の内容確

認を怠り、誤った金額（３，３６４，４８８円）で支払った。出納閉鎖

後（６月２０日）、件数誤りにより支払額が過少であったことが判明した

ため、本来支払うべき未払い分（１０，８６３，０４７円）を令和６年

度予算で支払った。 

    地方自治法第２０８条により、「普通地方公共団体の会計年度は、毎年

４月１日に始まり翌年３月３１日に終わり、各会計年度における歳出

は、その年度の歳入をもって、これに充てなければならない。」とされて

いる。過年度支出は、会計年度独立の原則の例外であり、本来は、当該

年度に支出すべきものである。また、「支出命令発行時の調査事務につい

て」（平成２２年５月３１日付け２２葛会会第５２号会計管理課長通知）

に基づき、適正な事務処理を行い、請求書を受領した際は、請求内容に

ついて確認し、不適切な事務等が発生しない処理手順及びチェック体制

を構築されたい。また、受注者に対しては、請求書の内容を確認した上

で提出するよう指導されたい。           （健康推進課） 

 

  イ 支払金額の誤りによる戻入 

令和４年度「複写機保守委託（単価契約）１０月～３月分」（２５，７ 

６４円）について、請求書の内容確認を怠り、誤った金額で支払ってい 
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たが、過払い分（８，５８０円）が判明したのが出納閉鎖後であったた 

め、令和５年度の歳入（雑入）として処理を行った。また、令和５年度 

「複写機保守委託（単価契約）４月～８月分」（１７，６９５円）につい 

て、請求書の内容確認を怠り、誤った金額で支払っていたため、過払い 

分（７，１５０円）の戻入処理を行った。 

    地方自治法第２０８条第１項により、「普通地方公共団体の会計年度 

は、毎年４月１日に始まり翌年３月３１日に終わるものとする。」とさ 

れ、過年度の戻入は、会計年度独立の原則の例外であり、本来は、当該 

年度に行うべきものである。また、「支出命令発行時の調査事務につい 

て」（平成２２年５月３１日付け２２葛会会第５２号会計管理課長通知） 

に基づき、適正な事務処理を行い、請求書を受領した際は、請求内容に 

ついて確認し、不適切な事務等が発生しない処理手順及びチェック体制 

を構築されたい。また、受注者に対しては、請求書の内容を確認した上 

で提出するよう指導されたい。         （道路保全事務所） 

 

 ウ 契約手続を行う前の発注等 

   令和５年度「事業系有料ごみ処理券の印刷（特命随意契約）」（３，３９ 

２，３７３円）について、財務会計システムによる契約手続を行わないま 

ま発注し、９月３０日に納品をさせていた。その後、１月１７日に支出負 

担行為伺を起票、同月１９日に決裁したが、見積書の添付がなく、正本も 

保存していなかった。 

   葛飾区契約事務規則第４３条により、「契約担当者は、競争入札により落 

札者が決定したとき又は随意契約の相手方が決定したときは、遅滞なく契 

約書を２通作成しなければならない。」とされ、さらに、同規則第７４条の 

２では、「契約の締結の請求、通知等の経理については、別に定める場合を 

除き、財務会計システムにより行うものとする。」とされている。また、葛 

飾区文書取扱規程第２８条により、「文書等は、この章の規定に従い、整理 

し、保管し、及び保存しなければならない。」とされている。 

   定められた契約手続を経ていない契約は、区としての意思決定の正当性 

を確認できない極めて不適切な事務処理である。また、見積書は、契約に 

際して受注希望者が期限内に完了するための価格を見積もり、発注者であ 

る区に示すもので、区はその内容により契約するか否かを判断する重要な 

書類である。今後は適正な契約事務を行い、不適切事務等が発生しない事 

務処理手順及びチェック体制を構築されたい。     （清掃事務所） 

 

 エ 支払手続の遅延 

   令和６年度「郵便受取人払料金４月分」（９３６円）について、請求に基 

づく支払手続を遅延し、請求日から５４日後に支払っていた。 
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「政府契約の支払遅延防止等に関する法律」により、遅延利息の対象と 

なる遅延であり、遅延利息が１００円未満のため支払は不要となったが、 

法律等の趣旨に反する不適切な事務処理である。請求があった際は、速や 

かに支払手続を行われたい。             （地域保健課） 

 

 ２ 意見・要望事項 

   指摘とするまでには至らないが、是正や改善等が必要と思われる事例が

見られたので、次のとおり意見・要望を付する。 

 

（１）支出及び現金出納事務 

  ア 支出予算科目の相違 

    令和６年度児童自立支援施設に係る事務の委託に関する費用の支出に 

ついて、歳出科目が負担金であるにもかかわらず扶助費で支払ってい 

た。 

支払後に科目誤りに気付き、負担金の支出負担行為に必要な決裁（主 

管部長）及び合議（政策経営部長、財政課長）の修正を文書管理システ 

ムで行った後、財務会計システムで扶助費から負担金への振替を行った 

が、支出にあたり必要とする事項は事前に十分確認し、適正な事務処理 

を行われたい。                  （児童相談課） 

 

（２）契約事務 

  ア 支出予算科目の相違等（２件） 

    修繕料は、備品の部品の取替えや家屋等の修繕等を行う際の支出科目 

である。また、産業廃棄物が発生する物品の買換え等の契約には、原則 

として産業廃棄物の処理は含めず、処理については許可を受けている業 

者と別途契約することとしている。しかしながら、以下の２件の事例 

は、備品費で購入すべき物品の支払いを修繕料で行っており、また、使 

用不可能となった本体を受注業者に処分させていた。適正な予算執行及 

び物品管理を行われたい。 

 

  （ア）令和５年度①「南水元集い交流館ガスコンロ交換修繕」（６６，００ 

０円）、②「水元地区センター給湯器交換修繕」（６０，５００円）に 

ついて、使用不可能となった本体を処分し新たに本体を取得するに当 

たり、備品費で購入すべきところ、修繕料で取替えを行っていた。 

（水元地区センター） 

 

（イ）令和６年度「高砂地区センターウォータークーラー改修修繕」（２４ 

２，２７５円）について、使用不可能となった本体を処分し新たに本 
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体を取得するに当たり、備品費で購入すべきところ、修繕料で取替え 

を行っていた。              （高砂地区センター） 

 

  イ 契約金額と見積書の相違等 

令和６年度「接触者健診及び管理健診の委託（単価契約・区長指定契 

約）６月分」（２２５，２４３円）ほか１件について、４月１日から履行 

が始まる年間契約の当初契約の際に、６月分以降の単価が変更となる見 

積書を徴取していたにもかかわらず、そのことを踏まえずに契約を結ん 

だ。６月分の支払手続時に会計管理課から指摘があり、６月分の履行期 

限後に契約変更手続を行っていた。 

    見積書を徴取した際は、見積内容を十分に確認のうえ事務処理を行 

い、事業者に対しては、契約書の内容を確認するよう指導されたい。 

    また、葛飾区契約事務規則第８１条の２により、「課長は、区の都合に 

より契約の全部若しくは一部の解除、内容の変更又は履行の中止を必要 

とするときは財務会計システムに所要事項を入力し、記録するととも 

に、関係書類（当該関係書類に記載すべき事項を記録した電磁的記録を 

含む。）を送付してその処理を契約担当者に請求しなければならない。」 

とされ、契約変更等を行う際は、速やかに手続しなければならない。規 

則に従った適正な事務処理を行われたい。      （保健予防課） 

 

  ウ 不適正な検査事務 

    令和６年度「たんぽぽ歯科診療所清掃委託（屋上を含む）」（２，５７ 

６，２００円）について、契約書で定めた清掃日程等に変更が生じた 

が、財務会計システムによる契約変更手続を行わなかった。業務実態と 

契約内容が相違していたにもかかわらず、履行検査を合格としたほか、 

令和５年度にも同様の事例があった。 

    葛飾区契約事務規則第５７条により、「契約の履行に関する検査は、別 

表第３に定める職員（政令第１６７条の１５第４項の規定に基づき検査 

を委託された者を含む。以下「検査員」という。）が、契約についての給 

付の完了の確認につき、契約書、仕様書及び設計書その他の関係書類 

（当該関係書類に記載すべき事項を記録した電磁的記録を含む。）に基づ 

いて行わなければならない。」とされている。 

また、同規則第８１条の２により、「課長は、区の都合により契約の全 

部若しくは一部の解除、内容の変更又は履行の中止を必要とするときは 

財務会計システムに所要事項を入力し、記録するとともに、関係書類 

（当該関係書類に記載すべき事項を記録した電磁的記録を含む。）を送付 

してその処理を契約担当者に請求しなければならない。」とされている。 

規則に従った事務処理を遵守するとともに、適正な事務処理を行われた 
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い。                       （健康推進課） 

 

  エ 契約書類の不適切な取扱 

    令和６年度①「水切りネットストッキングタイプほか購入」（３４０， 

９２３円）ほか１件について、見積予定価格が３０万円以上にもかかわ 

らず、複数業者から見積書を徴取せずに支出負担行為伺を起票してい 

た。また、②「葛飾区地域福祉・障害者センターほか１か所高木剪定」 

（４３６，７００円）ほか３件は、財務会計システムの支出負担行為伺 

に見積書（採用しなかった見積書も含む）の電子添付がなく、正本を保 

管していないものがあった。 

    このほか、ファクシミリで提出された見積書を財務会計システムの支 

出負担行為伺に添付していたもの、見積日の記載のないもの、兼用請書 

に内訳明細書が添付されていないものなど、不適切な契約事務が多数あ 

った。 

    見積書は、契約に際して受注希望者が期限内に完了するための価格を 

見積もり、発注者である区に示すもので、区はその内容により契約する 

か否かを判断する重要な書類である。 

    葛飾区契約事務規則第４１条により「契約担当者は、随意契約によろ 

うとするときは、契約条項その他見積に必要な事項を示して複数の者か 

ら見積書（電子入札案件にあっては、当該見積書に記載すべき事項を記 

録した電磁的記録）を徴さなければならない。ただし、当該契約の予定 

価格が３０万円未満のときその他複数の者から見積書を徴取する必要が 

ないと認められる相当な事由があるときは、この限りではない。」とされ 

ている。また、財務会計システムの支出負担行為伺の起票については、 

「財務会計システムによる支出負担行為及び支出命令の起票について」 

（平成２０年１月２８日付け１９葛収第２５４号副収入役通知）によ 

り、支出負担行為手続規程別表第１により定められた書類については、 

電子添付することとされている。さらに、葛飾区文書取扱規程第２８条 

により、「文書等は、この章の規定に従い、整理し、保管し、及び保存し 

なければならない。」とされ、同規程第３１条第１項では、「文書等の保 

存年限は、別表文書保存年限設定基準に従い、次の区分により定めなけ 

ればならない。」とされている。契約事務に必要な書類の取扱には十分に 

留意されたい。                 （障害者施設課） 

 

  オ 短期間の納期設定 

    令和６年度「科学実験遊びの委託（東金町小学校）」（１７，５００ 

円）及び令和５年度①「科学遊びの委託（半田小学校出前児童館）」（１ 

７，５００円）は契約日の翌日、②「科学遊びの委託」（１７，５００ 
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円）は契約日の５日後を納期とする主管課契約を結び、履行させてい 

た。 

    児童を対象とした事業であり、安全な実施計画が必要であることを踏 

まえれば、短期間の納期を設定することは、支出負担行為伺決裁前に発 

注したものと推定せざるを得ない。適正な契約事務を行われたい。 

（東金町児童館） 

 

（３）収入事務 

  ア 調定額の算定誤り（２件） 

歳入の調定については、地方自治法施行令第１５４条第１項により、 

「所属年度、歳入科目、納入すべき金額、納入義務者等を誤っていない 

か、その他法令又は契約に違反する事実がないかを調査し行うこと。」と 

されている。調定額の算定にあたっては、誤りのないよう確認を徹底す 

るなど、適正な事務処理を行われたい。 

 

  （ア）子育て広場及び親子カフェに係る事業者負担分の光熱水費の調定 

（令和６年度４月、５月引落分）において、５月分の電気使用量の算 

定を誤り、５，６４５円過少に徴収していた。   （地域保健課） 

 

  （イ）行政財産の使用許可（自動販売機設置）に伴う電気料金の調定にお 

いて、令和６年度４月分及び５月分の算定を誤り、４月分については 

２，９３９円過大に、５月分については１２７円過少に徴収してい 

た。また、燃料費調整額における小数点の端数処理の方法が不統一で 

あった。                     （東生活課） 

 

  イ 還付の科目誤り 

令和５年度以前に購入されたごみ処理券であるにもかかわらず、令和 

６年度の歳入予算（廃棄物処理手数料）から還付していた。 

還付処理については、年度内であれば当該年度の歳入科目から行う 

が、当該年度を過ぎて還付を行う場合は、歳出科目（償還金）から行わ 

なければならないものである。適正な事務処理を行われたい。 

（清掃事務所） 

 

（４）物品管理事務 

  ア 供用物品受払書の未作成等 

    供用物品受払書について、１０円切手分を会計年度ごとに作成せず、 

平成１２年度から引き続いて記帳していたほか、同様の事例が７件あっ 

た。その内、６２円切手分は残高が１枚あるにもかかわらず「令和３年 
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度へ引き継ぎ」を最後に記帳が途絶え、令和５年度及び６年度の受払書 

を作成していなかったほか、同様の事例が１件あった。 

    葛飾区物品管理規則第４条により、「物品の出納は、会計年度をもって 

区分し、年度区分はその出納を執行した日の属する年度による。」とさ 

れ、同規則第２１条第２項により、「郵券等の金券その他必要と認められ 

る物品については、供用物品受払書を備え、その使用状況を明らかにし 

ておかなければならない。」とされている。規則に基づき適正な事務処理 

を行われたい。               （高砂地区センター） 

 

  イ 供用物品受払書の残高と郵券等の残数の不一致等（２件） 

郵券等の金券については、葛飾区物品管理規則第２１条第２項によ 

り、「郵券等の金券その他必要と認められる物品については、供用物品受 

払書を備え、その使用状況を明らかにしておかなければならない。」とさ 

れている。規則に基づき適正な事務処理を行われたい。 

また、郵券等の金券は、その都度在庫数を確認のうえ必要枚数を購入 

し、会計年度独立の観点からも翌年度への繰り越しは必要最小限とすべ 

きものである。不要な在庫が生じないよう適正な執行管理を行うととも 

に、正確な記帳に努め、金券類の使用状況を明らかにされたい。 

 

  （ア）令和６年度供用物品受払書について、監査実施日現在の５２０円レ 

ターパックプラスの残高を実枚数より１枚少なく記帳していたほか、 

９月２５日に８４円切手１枚を使用したが、払出数２枚と記帳してい 

た。 

     令和５年度供用物品受払書について、１月２６日に１，０００円図 

書カード２１枚を使用し実枚数が０枚となったが、払い出しを記帳せ 

ず、残高を２１枚としていた。また、３月７日に購入した２０円切手 

３０枚を全く使用することなく翌年度へ繰り越していたほか、同様の 

事例が２件あった。 

そのほか、払い出しの用途を「購入」とするなどの不適切な記帳、 

押印や訂正印が漏れているなどの事例があった。  （保健予防課） 

 

（イ）令和６年度供用物品受払書について、監査実施日現在の１０円切手 

の残高を実枚数より２枚少なく記帳していた。 

     そのほか、記帳誤りを削って訂正、修正液を使用して訂正、払出数 

の記帳漏れなどの事例があった。        （障害者施設課） 
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第３ まとめ 

 

 令和６年度第３回定期監査は、出先機関と行政委員会を対象に実施したが、

指摘事項とした事例が５件、意見・要望事項とした事例が１３件であった。 

 

 

指摘とした事例は、私費による立替払、支払金額の誤りによる過年度支出、

過年度戻入、契約手続を行う前の発注、支払手続の遅延であり、いずれも、財

務事務を行う上で重要かつ慎重な取扱いが求められる事例である。 

 

 また、意見・要望事項としたのは、支出科目の相違３件、契約変更手続の遅

延、不適正な検査事務、契約書類の不適切な取扱、短期間の納期設定、歳入調

定額の算定誤り２件、還付金の所属年度の誤り、供用物品受払書の未作成、監

査実施日現在における郵券等の枚数相違等である。いずれも、担当職員の根拠

規定の理解不足や不注意などから不適切な事務処理が行われ、管理監督者もそ

れに気付かなかった事例である。 

 

その他、指摘事項、意見・要望事項以外にも、前渡金の保管限度額の超過、

現金出納簿の記帳漏れ・記帳誤り、押印不要書類の不適切な取扱い、検査・立

会印の漏れ、兼用請書の契印の漏れ、請求書の原本の紛失、見積書の不備、契

約変更手続きの遅延、超過勤務・旅費の申請の誤り、年度末の郵券購入、供用

物品受払書の記帳漏れ・記帳誤り、財産台帳の記帳漏れなど多数の経過観察を

要する事例が認められた。 

 

このうち、特に注意していただきたい事例について次に記述する。 

 一つ目は、資金前渡による前渡金の管理がずさんであった事例である。指摘

事項となった立替払をはじめ、戻入・精算処理の遅れ、資金前渡受者用現金出

納簿の記帳誤りなど、多くの事例が見られた。資金前渡による支払方法は、債

権者や支払金額が確定していない場合に特例として行われるものであり、前渡

受者は、支出負担行為から支払までを自らの判断により行うことができるが、

その間の現金管理の責任を負うものである。前渡金は、言うまでもなく公金で

あり、その管理は緊張感をもって厳格に行われなければならない。資金前渡を

受けた者は、公金を扱っている責任の重大さについて改めて認識されたい。 

【参考】昨年度との比較

評 価

指 摘 事 項 ５ 件 １８ 件 △１３ 件

意見・要望事項 １３ 件 １３ 件 ０ 件

計 １８ 件 ３１ 件 △１３ 件

令和６年度 Ａ 令和５年度 Ｂ 差引 Ａ－Ｂ
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 二つ目は、単価契約の受託者が誤った金額の請求書を提出し、区の担当者も

それに気づかず支払ったため、支払額に不足が生じ過年度払いを行った事例、

並びに過払いが生じ過年度収入を行った事例である。単価契約は、受注者から

提出された実施報告書等により件数等について履行確認を行い、委託料を支払

うものであるが、この２件の事例は、実施報告書等と請求書の内容を突合すれ

ば防げたものである。職場内でのダブルチェックや受注者との内容の確認など

を徹底することを求める。 

 

清掃事務所への実地監査においては、清掃関連施設を集約し昨年１０月に供

用を開始した新たな清掃事務所の施設・設備の視察を行い、建物が「ＺＥＢ 

Ｒｅａｄｙ（ゼブレディ）」の認証を受けた高効率の省エネルギービルであるこ

と、地元自治町会に開放された会議室を備えていること、災害用の備蓄倉庫を

併設したことなどを確認した。また、資源・ごみ集積所の管理やごみ出しが困

難な世帯への訪問収集、危険物の収集、収集担当者の熱中症対策など、清掃事

業が適正に行われていることを確認した。 

今後も、従事者の安全、健康への配慮をしつつ、清潔な地域環境づくりとご

みの減量を推進し、資源循環型地域社会の実現を目指して行くことを望む。 

 

 令和６年度最後の定期監査にあたって、令和２年１月に国内で初めて新型コ

ロナウイルスの感染が確認されて以来、本庁、行政委員会、学校、出先機関

等、すべての職員が一丸となって区の最前線に立ち、医療機関をはじめ地域団

体、そして事業者と協働して、区民の生命と暮らしを守るために全力を尽くし

ていただいたことに感謝申し上げる。 

新型コロナが猛威を振るっていた当時には、次々と迫る想定外の危機事象に

対応するため、迅速に超法規的な措置を取らざるを得ず、それは事業者との契

約などの財務会計事務の処理においても例外ではなく、やむなく通常の手続を

行えなかった事例もあったのではないかと考える。しかしながら、今回の監査

対象の中には、契約変更の手続において契約事務規則等に基づく処理が行えな

かったことを記した顛末書が添付されている事例があった。 

今後も、未知の感染症の流行や地震、風水害など、様々な災害に襲われる可

能性がある中、職員や事業者等が安心して協働できるよう、緊急時における財

務会計処理の手順、マニュアルなどの整備を行うことを求める。 

 

今回の監査により明らかになった事例は、今年度実施した第１回及び第２回

の定期監査においても報告した事例のように、ここ数年にわたり是正を求めて

きたにも関わらず、毎年、同じ誤りを繰り返している事例が多く見受けられ

た。 
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いずれも管理監督者が財務事務に関する法令等の知識を十分に持ち、意思決

定の際にチェックを行っていれば防げたものであるが、なぜ、監査委員の指摘

を真摯に受け止め、適正な財務処理を行うための職場環境づくりに取り組んで

いただけないのか、理解に苦しむ。 

適正な事務処理に向けては、当然、担当職員の知識習得や法令遵守、公金等

の取扱いへの意識を高めることが重要であるが、それをチェックする管理監督

者が、法令等の知識がないにもかかわらず、担当者から説明も受けず、合規性

の確認をせずに漫然と承認していることもミスがなくならない原因であると考

えられる。 

来年度以降の定期監査の際には、同様の不適切な事務処理で指摘等がされな

いよう、管理監督者は自ら財務事務に関する知識を十分に持ち、意思決定の際

には慎重にチェックを行うよう取り組んでほしい。 
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（別表） 

第３回定期監査（出先機関等） 

 

区 分 監　　査　　対　　象　　箇　　所

高砂区民事務所（柴又区民サービスコーナー分含む）

水元区民事務所

高砂地区センター、柴又地区センター

水元地区センター、西水元地区センター

清 掃 事 務 所 清掃事務所

福 祉 事 務 所 西生活課、東生活課

福 祉 部 障害者施設課

地域保健課、生活衛生課、健康推進課、保健予防課

青戸保健センター、金町保健センター

児 童 相 談 部 児童相談課、子ども家庭支援課

白鷺保育園、二上保育園、南新宿保育園

新水元保育園、幸田保育園、堀切保育園

幸田児童館、東金町児童館、西亀有児童館

青戸児童館、宝町児童館、堀切児童館

幸田学童保育クラブ、東金町学童保育クラブ、堀切学童保育クラブ

宝町学童保育クラブ、青戸学童保育クラブ、西亀有学童保育クラブ

その他の出先機関 消費生活センター、道路保全事務所

行 政 委 員 会 会計管理室、監査事務局、選挙管理委員会事務局、区議会事務局

保 健 所

保 育 園

地 区 セ ン タ ー

区 民 事 務 所

児 童 館

学 童 保 育 ク ラ ブ
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